
第 
１１３ 
号 

小 川 会 計 通 信 
1994年 11月 1日創刊 
月刊ＦＡＸレポート 
２００８年１２月号 

 
１分間レポート 
 
我々中小企業にとって厳しい年末になってしまいました。新聞記事を見ると売上・利益の下方修正の記事

が相次いで出ています。この流れが広がっていくと、新潟県内そして中小企業に相当な影響が出ると思われ
ますが、さすがに金融機関や景気に対しては、全世界的にどんどん手が打たれています。しかしながら、来
年以降の景気がどうなるかはまだ誰も見抜けない状況です。 

 
このたび信用保証協会が「緊急保証制度」を始めています。いま申し込みが殺到していると聞いています。
来年の資金は早めに確認して下さい。また、それらにあたって利益計画書や経営改善計画書の作成が必要で

あり、相談に乗ってほしいという方は早めに当社にご相談下さい。 
こういう状況のなかにあっては、利益管理も先手先手で対応していただきたいと思います。債務超過の放
置や連続赤字は金融機関の理解も得られず、絶対まずいとお考え下さい。 

 
ところで、経営改善計画書は現状の分析、実質Ｂ／Ｓの作成、成り行きの５年計画、経営改善策と経営改
善後の５年計画、自己資本の充実策、関連会社があれば、連結Ｐ／Ｌ、Ｂ／Ｓなどが必要です。 

経営改善策は、部門別の分析などをしたうえでトップ自らが社員の意見を吸い上げ、本音で話し合って改
善事項をまとめ、そして自らが中心となっていく改善を進めていくことがポイントになると考えます。 
 

当社では中期経営計画を作成するための“将軍の日セミナー”（有料）の他に、法律相談会や資金繰り相談
会、そして私が直接担当する経営相談会があります。いずれも当社のお客様は無料（原則）ですので活用し
て下さい。 

 
                                                                記 小川 健 

 

 

人事・労務実務相談Ｑ＆Ａ 〔第３８回〕 

 

 ★年休取得中に通勤災害?  業務上の緊急呼出時の事故    
Ｑ 仕事の都合で、年次有休休暇取得中の社員に対して緊急呼出がかかることがあります。自宅あるいは出

先から会社もしくは直接現場に向う途中で交通事故があった場合は、通勤災害となるのでしょうか。 

 
●「業務上」の取扱 

Ａ 通勤災害と認定されるためには、住居と就業場所との間を移動する場合、合理的な経路及び方法によ

り往復していたことが必要です。さらに、原則として中断や逸脱があってはなないことになっています。
通達では、休日に鉄道の保線工夫が、自己の担当する鉄道沿線に事故があったため、自宅から使用者の
呼び出しを受けて現場にかけつける途上は、業務遂行中と解すべ   きとしています。このケースは

通勤災害ではなく業務災害となると考えられます。これに対し、 前夜に要請を受けて年休を取り消し、
通常の出勤時間に出社する途上であれば通勤災害となります。 

 

 

■法定調書の提出をお忘れなく   
   12月の年末調整が終わって「やれやれ」と思っていらっしゃることと思いますが、年末調整の締め

括り｢各種法定調書｣の提出期限がやってきます。2/2(1/31が土曜日のため) 

  内容に誤り等があると、後々の処理に手間がかかってしまうため、少し余裕を持って準備をしましょ

う。 



  

★源泉徴収票と報酬・料金の支払調書を提出 

法定調書の作成・提出は毎年行う事務手続きですが、１年に１回しか発生しないため、ついその処

理を忘れてしまいがちです。記載内容に間違いがあると、税務署から支払先に問い合わせが入るな

どして、思わぬ迷惑をかけてしまうことがありますので要注意です。     

 ★法定調書の提出は電子申告で 

インターネットを使った電子申告によって提出することもできます。法定調書の電子申告につきま

しては、小川会計までお問い合わせください。 

 

■労働基準法の一部改正の法律案→通過しました        
    時間外労働の割増率を上げるという議案が衆参本会議に可決されました。大企業からの施行ですが、

１ヶ月60時間を超えて時間外労働させた場合、超えた時間に対しての割増率が1.25→1.50となりま

す。中小企業での施行はまだまだ先のことになりそうですが、企業規模に関わらず、労働時間に関す

るチェックは益々厳しくなりそうな予感です。 

    

 ■よろず相談会のご案内 
   当事務所では、資金繰り相談会、法律よろず相談会、経営よろず相談会を月１回開催しております。

ぜひご利用下さい。 
【資金繰り相談会】１月１６日（金）担当：中小企業診断士 風間 慧先生（当社顧問） 
【法律相談会】１月２０日（火）担当：弁護士 相馬 卓先生（にいがた国際法律事務所） 

   【経営相談会】１月２２日（木）担当：当社代表・税理士 小川 健 他当社スタッフ  
★詳しくは担当者までお問い合わせください★ 

  

 

税理士法人 小 川 会 計 

【本社】 

〒950-0862 新潟市東区竹尾2丁目20番20号 

TEL：025-271-2212 FAX：025-271-7378 

【長谷部事務所】 

〒950-0152 新潟市江南区亀田緑町3丁目2番8号 

TEL：025-382-4740 FAX：025-382-2707 

～内容についてのご質問・ご相談はお気軽に～ 

E-Mail  infome@ogawakaikei.co.jp     ＵＲＬ http://www.ogawakaikei.co.jp/ 
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